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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２９年７月２８日 １２時１５分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島市九
く

島東方沖 

 宇和島港戎
えびす

山防波堤灯台から真方位３０８°１,０００ｍ付近 

（概位 北緯３３°１３.９′ 東経１３２°３２.１′） 

事故の概要 

 

 漁船住
すみ

吉
よし

丸は、航行中、火災が発生した。 

 住吉丸は、甲板及び機関室に焼損を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年７月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 住吉丸、４.２トン 

ＥＨ３－８１９７３（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.４９ｍ（Lr）×２.８１ｍ×１.０７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５８年１０月４日 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年４月８日 

  免許証交付日 平成２７年５月１５日 

         （平成３２年５月１４日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 甲板及び機関室に焼損（全損） 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ３、視界 良好、気温 約３

３℃ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、九島北西方沖に設置した生け簀
す

の

揚網等の目的で、宇和島市宇和島港の係留場所から出発した。 

 本船は、生け簀の揚網作業を終えた後、船長が潮の状況を確認しよ

うと思い、平成２９年７月２８日１１時３０分ごろ生け簀の設置場所

を出発して九島を反時計回りに航行を開始した。 

 本船は、主機を回転数毎分約１,０００にかけて九島南西方沖を南

東進中、１１時４０分ごろ‘機関室囲いに取り付けられた煙突の取付
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部’（以下「煙突取付部」という。）周辺から煙が出てきた。 

 本船は、船長が、発煙を認めて直ちに主機を停止した後、僚船に救

援を依頼し、来援した僚船に横抱きされて宇和島市大浦所在の修理会

社に向かった。 

 本船は、１２時００分ごろ、修理会社の桟橋に着き、煙が出てきた

煙突取付部周辺に水をかけたところ、発煙がなくなったので、１２時

１０分ごろ、生け簀の設置場所に向けて修理会社の桟橋を再び出発

し、九島東方沖を北西進中、１２時１５分ごろ煙突取付部から炎が発

生した。 

 船長は、船舶所有者及び海上保安庁に本事故の発生を通報し、ま

た、僚船に救助を要請し、来援した僚船に移乗した。 

 本船は、来援した巡視船等により消火作業が行われ、１７時００分

ごろ鎮火した後、僚船に横抱きされて修理会社の桟橋に着いた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

その他の事項  船長は、自らが所有する船の修理を修理会社に依頼しており、その

間、代わりの船として、７月２３日ごろ本船を借り受けた。 

 船長は、本船を借り受けて以降、毎日、係留場所を出発して生け簀

に向かい、その後、潮の状況を確認しながら九島を約２周巡回して係

留場所に戻っていたが、本事故が発生するまで機器類に異常を認めて

いなかった。 

 本船は、船長が本事故の約５日前から初めて使用したものであり、

機関室の機器類の整備状況について、明らかにすることはできなかっ

た。 

 消防本部担当者によれば、本事故後、煙突を陸揚げして調査した結

果、煙突取付部に加工しやすい木材が使用されており、排気管に長さ

約１３０mm の亀裂及び煙突取付部に炭化した状態の木材が、それぞれ

認められた。 

 本船は、機関室及び操舵室が激しく焼損していた。 

（写真１～４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 煙突（消防本部提供） 

煙突取付部 
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写真２ 排気管亀裂部（消防本部提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 焼損状況（船首側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 焼損状況（船尾側） 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、九島東方沖を北西進中、主機の排気ガスが排気管の亀裂部

から漏えい
．．

した状態で主機の運転が続けられたことから、高温の排気

ガスが煙突取付部の木材と接触して出火したものと考えられる。 

 本船は、排気管が長期間使用されたことによる経年劣化で亀裂が生

じ、排気ガスが漏えい
．．

した可能性があると考えられる。 

 本船は、加工が容易であったことから、煙突取付部に木材が使用さ

れたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、九島東方沖を北西進中、主機の排気ガスが排気

管の亀裂部から漏えい
．．

した状態で主機の運転が続けられたため、高温

船首側 

船尾側 

機関室 

煙突 

亀裂 
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の排気ガスが煙突取付部の木材と接触して出火したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・高温と接触する可能性のある部分に木材を使用しないこと。 

・排気管からの排気ガスの漏えい
．．

に注意するとともに、定期的に排

気管の点検を行うこと。 

・発煙を認めて初期消火作業を行った場合、完全に鎮火したことを

確認すること。 

・機関室には、火災探知装置を設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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